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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
を測定する測定車による測定位置を検出するための位置検出方法であって、
走行中の前記測定車から所定の方向に向かって光信号を発信するための発信ステップと、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信ス
テップにより発信された前記光信号を検知するための検知ステップと、
前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの測定デ
ータに所定の検知情報を記録するための記録ステップと、
を含むことを特徴とする位置検出方法。
【請求項２】
前記記録ステップは、前記検知ステップにより前記光信号が検出されたことに対応してブ
ザー音を出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録することを特徴と
する請求項１記載の位置検出方法。
【請求項３】
前記記録ステップは、前記検知ステップにより前記光信号が検出されたことに対応して信
号を発信し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミング情報を記録
することを特徴とする請求項１記載の位置検出方法。
【請求項４】
前記反射体は、前記騒音レベルの測定を開始する測定開始位置および／又は当該測定を終
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了する測定終了位置に配置されていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれ
か一項に記載の位置検出方法。
【請求項５】
前記反射体は、前記騒音レベルの測定を行う区間内において当該測定の対象から除外され
る測定除外区間の両端に配置されていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいず
れか一項に記載の位置検出方法。
【請求項６】
前記反射体は、前記騒音レベルの測定を行う区間内にある凹凸部を示す位置に配置されて
いることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の位置検出方法。
【請求項７】
前記反射体は、前記舗装路面の路肩部分に配置されていることを特徴とする請求項１ない
し請求項６のいずれか１項に記載の位置検出方法。
【請求項８】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
を測定する測定車による測定位置を検出するための位置検出システムであって、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置され、光を反射する反射面を有する反射体
と、
前記測定車に搭載され、前記反射体に向かって光信号を発信するための発信手段と、
前記測定車に搭載され、前記発信手段により発信された前記光信号の前記反射体による反
射光を検知するための検知手段と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの測定データ
に所定の検知情報を記録するための記録手段と、
を含むことを特徴とする位置検出システム。
【請求項９】
前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応してブザー音を
出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録することを特徴とする請求
項８記載の位置検出システム。
【請求項１０】
前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応して信号を発信
し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミング情報を記録すること
を特徴とする請求項８記載の位置検出システム。
【請求項１１】
舗装路面上を走行しながら、タイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベ
ルを測定する測定車であって、
所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手
段により発信された前記光信号を検知するための検知手段と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの測定データ
に所定の検知情報を記録するための記録手段と、
を有することを特徴とする測定車。
【請求項１２】
前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応してブザー音を
出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録することを特徴とする請求
項１１記載の測定車。
【請求項１３】
前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応して信号を発信
し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミング情報を記録すること
を特徴とする請求項１１記載の測定車。
【請求項１４】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
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を測定する測定車に搭載され、前記測定車による測定位置を検出するための位置検出装置
であって、
所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手
段により発信された前記光信号を検知するための検知手段と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの測定データ
に所定の検知情報を記録するための記録手段と、
を含むことを特徴とする位置検出装置。
【請求項１５】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
を測定する測定車による測定位置を検出するための位置検出方法であって、
走行中の前記測定車から所定の方向に向かって光信号を発信するための発信ステップと、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信ス
テップにより発信された前記光信号を検知するための検知ステップと、
前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに対応して、前記騒音レベルの測定
データの記録を開始する記録開始ステップと、
を含むことを特徴とする位置検出方法。
【請求項１６】
前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信号が検知され
た位置からの前記測定車の走行距離を演算する距離演算ステップと、
前記距離演算ステップにより前記測定車が所定の距離を走行したと演算されたことに対応
して、前記測定データの記録を停止する記録停止ステップと、
を更に含むことを特徴とする請求項１５記載の位置検出方法。
【請求項１７】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
を測定する測定車による測定位置を検出するための位置検出システムであって、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置され、光を反射する反射面を有する反射体
と、
前記測定車に搭載され、前記反射体に向かって光信号を発信するための発信手段と、
前記測定車に搭載され、前記発信手段により発信された前記光信号の前記反射体による反
射光を検知するための検知手段と、
前記測定車により測定される前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記測
定データの記録を開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、
前記信号生成手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定
データの記録を開始させる制御手段と、
を含むことを特徴とする位置検出システム。
【請求項１８】
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信号が検知された位
置からの前記測定車の走行距離を演算し、前記測定車が所定の距離を走行したと演算しさ
れたことに対応して、前記記録装置による前記測定データの記録を停止させるための制御
信号を生成して送信する距離演算手段を更に含み、
前記制御手段は、前記距離演算手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装
置による前記測定データの記録を停止させる、
ことを特徴とする請求項１７記載の位置検出システム。
【請求項１９】
舗装路面上を走行しながら、タイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベ
ルを測定する測定車であって、
所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手
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段により発信された前記光信号を検知するための検知手段と、
前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記測
定データの記録を開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、
前記信号生成手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定
データの記録を開始させる制御手段と、
を有することを特徴とする測定車。
【請求項２０】
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信号が検知された位
置からの走行距離を演算し、所定の距離を走行したと演算されたことに対応して、前記記
録装置による前記測定データの記録を停止させるための制御信号を生成して送信する距離
演算手段を更に含み、
前記制御手段は、前記距離演算手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装
置による前記測定データの記録を停止させる、
ことを特徴とする請求項１９記載の測定車。
【請求項２１】
舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベル
を測定する測定車に搭載され、前記測定車による測定位置を検出するための位置検出装置
であって、
所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、
前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手
段により発信された前記光信号を検知するための検知手段と、
前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記測
定データの記録を開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、
前記信号生成手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定
データの記録を開始させる制御手段と、
を含むことを特徴とする位置検出装置。
【請求項２２】
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信号が検知された位
置からの前記測定車の走行距離を演算し、前記測定車が所定の距離を走行したと演算され
たことに対応して、前記記録装置による前記測定データの記録を停止させるための制御信
号を生成して送信する距離演算手段を更に含み、
前記制御手段は、前記距離演算手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装
置による前記測定データの記録を停止させる、
ことを特徴とする請求項２１記載の位置検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、舗装路面上を走行しながらタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の
騒音レベルを測定する測定車による測定位置を検出するための位置検出方法、位置検出シ
ステム、測定車および位置検出装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
現在、自動車やオートバイ等の各種の車両は主要な移動手段の一つとなっており、将来に
おいてもその傾向が変化する兆しは今のところ見あたらない。このような流れに対応する
ために舗装道路の施工が日夜続けられている一方、車両による公害や舗装道路の品質管理
に関する技術の更なる発展が嘱望されており、様々な研究開発が進行中である。
【０００３】
車両による公害の大きな要因の一つに走行時の騒音がある。車両走行時の騒音は車両のタ
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イヤと舗装道路の路面との間で発生するもので、騒音レベルの高低は、タイヤの接地面の
パターン構造や、舗装路面の構造、傷み具合等に関係している。この車両走行時の騒音を
軽減させるためには、特に、路面騒音測定車によって騒音レベルを測定して舗装路面の構
造と騒音レベルとの関係を把握することが必要不可欠となっている。
【０００４】
このような路面騒音測定車としては、例えば、下記の特許文献１に開示された構成のもの
が公知となっている。当該文献に記載された路面騒音測定車は、そのリヤ車輪の後方にマ
イクロフォンを設け、このマイクロフォンから入力された騒音をハイバスフィルタ及び指
示機構を介して記録機構に記録し、これを解析することによって騒音レベルを得るよう構
成されている。また、この路面騒音測定車による測定は、走行時間を（例えば）５秒ごと
に区切られた等価騒音レベルを獲得することを目的としている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平８－１３６５３２号公報（段落〔０００６〕及び〔００１８〕
、第１図）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、路面騒音測定車（単に測定車と呼ぶこともある。）を利用して測定を実施する
に当たり重要な点が一つある。それは、騒音レベルの測定データと、測定対象である舗装
道路の実際の位置との対応関係である。つまり、舗装道路のどの位置においてその測定デ
ータが得られたのかを明確に特定することが、測定の再現性や測定データの解析結果の精
度の観点から重要性を持つ。特に、測定対象となる区間（測定対象区間）の開始位置およ
び終了位置や、交差点等の騒音レベルの測定対象外となる区間（測定除外区間）、更には
施工ジョイント部等の凹凸部などが測定データから特定される必要がある。
【０００７】
特許文献１に記載された路面騒音測定車をこの観点から評価すると、必ずしも十分なもの
とは言えない。何故ならば、特許文献１に記載されたような従来の路面騒音測定車による
測定においては、開始位置や終了位置、測定除外区間などを通過する際にボタンを押下す
るなど、測定者自らが手動で信号を送ることによって、測定データに通過のタイミングを
入力していた。しかしながら、測定は、通常の速度（例えば毎時５０キロメートル）で走
行しながら行われるため、常に一定のタイミングで入力を行うことは困難で、各測定毎の
誤差の発生を回避することができず問題となっていた。
【０００８】
また、従来の測定では、測定の開始位置や終了位置、測定除外区間などの両端の位置にロ
ープを設置するなどして段差を設け、この段差に乗り上げる際の衝撃音を記録することで
測定データにタイミングを入力していた。しかし、この方法では、測定対象区間を通行す
る全ての車両がこの衝撃を受けざるを得ないため、一般車両のドライバーや同乗者に不快
感を与えるおそれがあった。また、一般車両の通行によりロープ等が移動して誤差を生じ
てしまうことや、ロープ等を設置する際の安全性なども問題となっていた。
【０００９】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、測定車による測定の開始位置や終了
位置、測定除外区間など、測定対象区間内の所望の位置を常に一定のタイミングで検出し
て測定位置を明確にすることにより、測定の再現性や精度を向上させることが可能な位置
検出方法、位置検出システム、測定車および位置検出装置を提供することを目的としてい
る。
【００１０】
また、本発明は、測定車による測定位置を明確にすることによって、測定データの解析作
業などの後作業を効率化することが可能な位置検出方法、位置検出システム、測定車およ
び位置検出装置を提供することを目的としている。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、舗装路面上を走行しながらタイヤ
と前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車による測定位置
を検出するための位置検出方法であって、走行中の前記測定車から所定の方向に向かって
光信号を発信するための発信ステップと、前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置
された反射体により反射された前記発信ステップにより発信された前記光信号を検知する
ための検知ステップと、前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに対応し、
前記騒音レベルの測定データに所定の検知情報を記録するための記録ステップと、を含む
ことを特徴とする。
【００１２】
また、上記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、請求項１記載の位置検出方
法であって、前記記録ステップは、前記検知ステップにより前記光信号が検出されたこと
に対応してブザー音を出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録する
ことを特徴とする。
【００１３】
また、上記目的を達成するために、請求項３に記載の発明は、請求項１記載の位置検出方
法であって、前記記録ステップは、前記検知ステップにより前記光信号が検出されたこと
に対応して信号を発信し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミン
グ情報を記録することを特徴とする。
【００１４】
また、上記目的を達成するために、請求項４に記載の発明は、請求項１ないし請求項３の
いずれか一項に記載の位置検出方法であって、前記反射体は、前記騒音レベルの測定を開
始する測定開始位置および／又は当該測定を終了する測定終了位置に配置されていること
を特徴とする。
【００１５】
また、上記目的を達成するために、請求項５に記載の発明は、請求項１ないし請求項３の
いずれか一項に記載の位置検出方法であって、前記反射体は、前記騒音レベルの測定を行
う区間内において当該測定の対象から除外される測定除外区間の両端に配置されているこ
とを特徴とする。
【００１６】
また、上記目的を達成するために、請求項６に記載の発明は、請求項１ないし請求項３の
いずれか一項に記載の位置検出方法であって、前記反射体は、前記騒音レベルの測定を行
う区間内にある凹凸部を示す位置に配置されていることを特徴とする。
【００１７】
また、上記目的を達成するために、請求項７に記載の発明は、請求項１ないし請求項６の
いずれか一項に記載の位置検出方法であって、前記反射体は、前記舗装路面の路肩部分に
配置されていることを特徴とする
【００１８】
また、上記目的を達成するために、請求項８に記載の発明は、舗装路面上を走行しながら
タイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車による測
定位置を検出するための位置検出システムであって、前記舗装路面又はその近傍の所定の
位置に配置され、光を反射する反射面を有する反射体と、前記測定車に搭載され、前記反
射体に向かって光信号を発信するための発信手段と、前記測定車に搭載され、前記発信手
段により発信された前記光信号の前記反射体による反射光を検知するための検知手段と、
前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの測定データ
に所定の検知情報を記録するための記録手段と、を含むことを特徴とする。
【００１９】
また、上記目的を達成するために、請求項９に記載の発明は、請求項８記載の位置検出シ
ステムであって、前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対
応してブザー音を出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録すること
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を特徴とする。
【００２０】
また、上記目的を達成するために、請求項１０に記載の発明は、請求項８記載の位置検出
システムであって、前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに
対応して信号を発信し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミング
情報を記録することを特徴とする。
【００２１】
また、上記目的を達成するために、請求項１１に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが
ら、タイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車であ
って、所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、前記舗装路面又はその近傍の所
定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手段により発信された前記光信号
を検知するための検知手段と、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し
、前記騒音レベルの測定データに所定の検知情報を記録するための記録手段と、を有する
ことを特徴とする。
【００２２】
また、上記目的を達成するために、請求項１２に記載の発明は、請求項１１記載の測定車
であって、前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応して
ブザー音を出力し、このブザー音を前記測定データに反映させるよう記録することを特徴
とする。
【００２３】
また、上記目的を達成するために、請求項１３に記載の発明は、請求項１１記載の測定車
であって、前記記録手段は、前記検知手段により前記光信号が検出されたことに対応して
信号を発信し、この信号に基づき、前記測定データに同期された検知タイミング情報を記
録することを特徴とする。
【００２４】
また、上記目的を達成するために、請求項１４に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが
らタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車に搭載
され、前記測定車による測定位置を検出するための位置検出装置であって、所定の方向に
光信号を発信するための発信手段と、前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置され
た反射体により反射された前記発信手段により発信された前記光信号を検知するための検
知手段と、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応し、前記騒音レベルの
測定データに所定の検知情報を記録するための記録手段と、を含むことを特徴とする。
【００２５】
また、上記目的を達成するために、請求項１５に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが
らタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車による
測定位置を検出するための位置検出方法であって、走行中の前記測定車から所定の方向に
向かって光信号を発信するための発信ステップと、前記舗装路面又はその近傍の所定の位
置に配置された反射体により反射された前記発信ステップにより発信された前記光信号を
検知するための検知ステップと、前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに
対応して、前記騒音レベルの測定データの記録を開始する記録開始ステップと、を含むこ
とを特徴とする。
【００２６】
また、上記目的を達成するために、請求項１６に記載の発明は、請求項１５記載の位置検
出方法であって、前記検知ステップにより前記光信号が検知されたことに対応して、当該
光信号が検知された位置からの前記測定車の走行距離を演算する距離演算ステップと、前
記距離演算ステップにより前記測定車が所定の距離を走行したと演算されたことに対応し
て、前記測定データの記録を停止する記録停止ステップと、を更に含むことを特徴とする
。
【００２７】
また、上記目的を達成するために、請求項１７に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが



(8) JP 4111275 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

らタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車による
測定位置を検出するための位置検出システムであって、前記舗装路面又はその近傍の所定
の位置に配置され、光を反射する反射面を有する反射体と、前記測定車に搭載され、前記
反射体に向かって光信号を発信するための発信手段と、前記測定車に搭載され、前記発信
手段により発信された前記光信号の前記反射体による反射光を検知するための検知手段と
、前記測定車により測定される前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と
、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記
測定データの記録を開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、前記信号生成
手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定データの記録
を開始させる制御手段と、を含むことを特徴とする。
【００２８】
また、上記目的を達成するために、請求項１８に記載の発明は、請求項１７記載の位置検
出システムであって、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該
光信号が検知された位置からの前記測定車の走行距離を演算し、前記測定車が所定の距離
を走行したと演算しされたことに対応して、前記記録装置による前記測定データの記録を
停止させるための制御信号を生成して送信する距離演算手段を更に含み、前記制御手段は
、前記距離演算手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測
定データの記録を停止させる、ことを特徴とする。
【００２９】
また、上記目的を達成するために、請求項１９に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが
ら、タイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車であ
って、所定の方向に光信号を発信するための発信手段と、前記舗装路面又はその近傍の所
定の位置に配置された反射体により反射された前記発信手段により発信された前記光信号
を検知するための検知手段と、前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と
、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記
測定データの記録を開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、前記信号生成
手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定データの記録
を開始させる制御手段と、を有することを特徴とする。
【００３０】
また、上記目的を達成するために、請求項２０に記載の発明は、請求項１９記載の測定車
であって、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信号が検
知された位置からの走行距離を演算し、所定の距離を走行したと演算されたことに対応し
て、前記記録装置による前記測定データの記録を停止させるための制御信号を生成して送
信する距離演算手段を更に含み、前記制御手段は、前記距離演算手段により生成された前
記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定データの記録を停止させる、ことを特
徴とする。
【００３１】
また、上記目的を達成するために、請求項２１に記載の発明は、舗装路面上を走行しなが
らタイヤと前記舗装路面とによって発生される騒音の騒音レベルを測定する測定車に搭載
され、前記測定車による測定位置を検出するための位置検出装置であって、所定の方向に
光信号を発信するための発信手段と、前記舗装路面又はその近傍の所定の位置に配置され
た反射体により反射された前記発信手段により発信された前記光信号を検知するための検
知手段と、前記騒音レベルの測定データを記録するための記録装置と、前記検知手段によ
り前記光信号が検知されたことに対応して、前記記録装置による前記測定データの記録を
開始させるための制御信号を生成する信号生成手段と、前記信号生成手段により生成され
た前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定データの記録を開始させる制御手
段と、を含むことを特徴とする。
【００３２】
また、上記目的を達成するために、請求項２２に記載の発明は、請求項２１記載の位置検
出装置であって、前記検知手段により前記光信号が検知されたことに対応して、当該光信
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号が検知された位置からの前記測定車の走行距離を演算し、前記測定車が所定の距離を走
行したと演算されたことに対応して、前記記録装置による前記測定データの記録を停止さ
せるための制御信号を生成して送信する距離演算手段を更に含み、前記制御手段は、前記
距離演算手段により生成された前記制御信号を受けて、前記記録装置による前記測定デー
タの記録を停止させる、ことを特徴とする。
【００３３】
【発明の実施の形態】
本発明に係る実施の形態の一例について、図面を参照しながら詳細に説明をする。以下に
詳述される実施形態は、舗装路面上を走行する車両が発生する騒音の騒音レベルを測定す
る路面騒音測定車（以下、単に測定車と称することもある。）に関するもので、この測定
車による騒音レベルの測定位置を検出するための位置検出システムに関するものである。
このような位置検出システムによれば、以下に説明されるように、測定データ上の所定の
値がどの位置において得られたものかを明確に検出し特定することが可能となる。
【００３４】
［第１の実施の形態］
（システムの構成）
まず、本発明に係る第１の実施の形態の位置検出システムの構成について、図１ないし図
４を参照して説明する。図１は、当該位置検出システムを利用して行われる測定の概要を
示す概略図である。また、図２は、この位置検出システムが適用された路面騒音測定車１
の構成を示す概略外観図であり、図２（Ａ）は測定車１の左側からの側面図、図２（Ｂ）
は背面図をそれぞれ示している。また、図３は、後述のリフレクタの構成を示す概略斜視
図である。また、図４は、当該位置検出システムを構成する位置検出装置の構成を示すブ
ロック図である。
【００３５】
図２に示すように、測定車１の左後輪２の後方近傍にはマイクロフォン３が設けられてお
り、舗装路面Ｒ上を走行しながら左後輪２により発生される騒音を集音するようになって
いる。マイクロフォン３により集音された騒音は、図４に示す記録装置５により騒音レベ
ルとして記録される。そして、この騒音レベルの測定データに解析処理を施すことにより
、舗装路面Ｒの状態や品質が判断される。なお、マイクロフォン３が車両の左側に配置さ
れているのは舗装路面Ｒ上が左側通行とされているからで、右側通行のケースでは車両の
右側に配置される。
【００３６】
本実施形態の位置検出システムは、このような測定車１に設けられた位置検出装置４と、
図１に示す舗装路面Ｒの路肩Ｒ’に配置されたリフレクタ（反射体）１０１ないし１０５
とを含んで構成されている。
【００３７】
図３にその概略構成を示す各リフレクタ１０１ないし１０５は、光を反射する反射面１１
１を備えた反射板１１０と、この反射板１１０を垂直に支持する支持部１２０とから構成
され、反射板１１０は、反射面１１１を舗装路面Ｒ方向に向け、かつ、測定車１の走行方
向に対して平行に配置される。なお、反射板１１０の反射面１１１は必ずしも垂直に支持
されている必要はなく、位置検出装置４の後述の光源から発信された光信号を反射し、同
じく後述の検知器によって検知可能であるような角度を保って支持されていれば十分であ
る。
【００３８】
図１に示すように、リフレクタ１０１は、測定を開始する測定開始位置Ｓ付近に配置され
ている。また、リフレクタ１０２は、舗装路面Ｒの交差点Ｃへの入口付近に配置されてい
る。また、リフレクタ１０３は、交差点Ｃからの出口付近に配置されている。また、リフ
レクタ１０４は、舗装路面Ｒの施工ジョイント部Ｊ付近に配置されている。また、リフレ
クタ１０５は、測定を終了する測定終了位置Ｅ付近に配置されている。
【００３９】
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したがって、測定車１による騒音レベル測定の対称となる測定対象区間は、測定開始位置
Ｓから測定終了位置Ｅまでとなっている。なお、交差点Ｃの領域は、交通量が他の領域よ
りも多い例外的な領域であるため、測定結果に考慮されない。また、段差を形成する施工
ジョイント部Ｊも余計な騒音を生じるため、測定結果に含めるには不適格である。なお、
リフレクタを配置する位置は、交差点の領域や施工ジョイント部には限定されず、測定の
対象から除外すべきと判断される測定除外区間の両端や、凹凸を形成する凹凸部など、測
定者により適宜決定されるものである。
【００４０】
位置検出装置４は、図２に示すように、マイクロフォン３の近傍、即ち左後輪２の後方近
傍に設けられている。この位置検出装置４は、図４に示すように、記録装置５と、光電セ
ンサ６と、この光電センサ６を構成する光源７および検知器８と、ブザー９と、各部の制
御を司る制御回路１０とを含んで構成されている。
【００４１】
記録装置５には、マイクロフォン３と、制御回路１０と、測定車１の測定距離を計測する
ための距離計１１と、測定車１の速度を計測するための速度計１２とが接続され、これら
から送られてくる信号を基に測定データを記録する。特に、記録装置５は、マイクロフォ
ン３により集音された騒音の騒音レベル（単位は例えばデシベル）を記録するとともに、
制御回路１０から送信される信号を基に所定の電圧値を記録するようになっている。なお
、記録装置５によって記録された測定データの一例が、後述の図６に示されている。
【００４２】
光電センサ６は、回帰反射型の光電センサであって、赤外ＬＥＤからなり、赤外領域の光
信号（赤外レーザ）を発信する光源７（発信手段）と、赤外領域の光信号を検知可能な検
知器８（検知手段）とを含んで構成されている。光源７と検知器８とは、各リフレクタ１
０１ないし１０５の反射面１１１の高さ方向の中心とほぼ同じ高さに配置されている。ブ
ザー９は、制御回路１０からの信号に基づいてブザー音を出力する。なお、記録装置５、
ブザー９および制御回路１０は、本発明で言う記録手段を構成するものである。
【００４３】
（作用）
このような構成を含む位置検出システムの作用について、測定車１の測定動作と関連させ
て説明する。
【００４４】
測定車１による走行時の騒音レベルの測定は、上述したように、舗装路面Ｒの測定開始位
置Ｓから測定終了位置Ｅまでを測定対象区間として行われる。測定車１の走行速度は、測
定対象区間内を通じて一定（例えば、毎時５０キロメートル）に保持される。したがって
、測定車１は、測定開始位置Ｓの手前から走行を始めて毎時５０キロメートルの速度に達
した後に測定開始位置Ｓを通過するようにしなければならない。同様に、測定時の速度か
ら減速を始めるタイミングは、測定終了位置Ｅを通過した後でなければならない。このよ
うに測定対象区間の前後を含めて測定された測定データのうちどの範囲が実際の測定対象
区間に対応するデータであるかを特定する必要がある。
【００４５】
また、取得された測定データのうちどの範囲が交差点Ｃ等の測定除外区間に対応し、また
、測定データのどの部分が施工ジョイント部Ｊ等の凹凸部の影響を受けているかを明確に
特定する必要もある。以下、このような必要性を充足するための本システムの作用につい
て、実際の測定の手順に沿って説明を行う。なお、所定の位置にリフレクタは既に配置さ
れているものとし、各リフレクタが配置された位置および配置された理由はあらかじめ記
録されているものとする。
【００４６】
測定開始位置Ｓの手前からスタートされた測定車１は、光源７から路肩Ｒ’の方向に光信
号を発しながら所定の速度に達する。測定開始位置Ｓを通過するとき、光源７からの光信
号はリフレクタ１０１により反射され、その反射光は検知器８により検知される。位置検
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出装置４は、その検知結果に対応してブザー９からブザー音を出力して測定データに反映
させるとともに、後述のマークを測定データに記録する。また、交差点Ｃへの入口に配置
されたリフレクタ１０２、その出口に配置されたリフレクタ１０３、施工ジョイント部Ｊ
に配置されたリフレクタ１０４および測定終了位置Ｅに配置されたリフレクタ１０５のそ
れぞれの横を通過するときにも、検知器８の検知結果に対応して同様の動作を行うように
なっている。
【００４７】
このような位置検出装置４の動作について、図５に示すフローチャートを参照してより具
体的に説明する。測定車１は、走行しながら測定データを記録するとともに、光源７から
路肩Ｒ’方向に光信号を発信している（Ｓ１）。リフレクタ１０１ないし１０５のいずれ
か（以下、単にリフレクタと称する。）の横を未だ通過せず、検知器８が反射光を検知し
ないときはそのまま走行を継続する（Ｓ２；Ｎ）。
【００４８】
リフレクタの横を通過し、光信号の反射光が検知器８により検知されると（Ｓ２；Ｙ）、
検知器８は反射光を検知した旨を知らせるための検知信号を制御回路１０に送信する（Ｓ
３）。制御回路１０は、受信した検知信号に対応しブザー９に信号を送信してブザー音を
出力するとともに（Ｓ４）、記録装置５にリフレクタの横を通過したタイミングを記録す
るための信号（タイミング信号）を送信する（Ｓ５）。ここで、マイクロフォン３は、Ｓ
４で出力されたブザー音を走行時の騒音とともに記録装置５に入力する。記録装置５は、
ブザー音の影響が反映された騒音レベルを測定データとして記録するとともに、タイミン
グ信号に基づき、測定データに同期された後述のマークを記録する（Ｓ６）。
【００４９】
このような動作を行うよう構成された位置検出システムにより得られる測定データの一例
が図６に示されている。なお、図６中において、横軸には距離計１１により計測される測
定車１の走行距離が示され、縦軸にはマイクロフォン３から入力される騒音レベル、およ
び、速度計１２により計測される測定車１の走行速度が示されている。グラフＶは測定車
１の走行速度を示すグラフであり、グラフＮは騒音レベルの測定データを示すグラフであ
る。
【００５０】
また、検知器８が光信号の反射光を検知したタイミングを示す検知タイミング情報である
マークＭ１ないしＭ３が、測定データに同期され記録されている。マークＭ１、Ｍ２及び
Ｍ３は、それぞれ、リフレクタ１０１、１０２および１０３に対応し、上述のように、制
御回路１０から記録装置５に送信されたタイミング信号に基づいて記録される。
【００５１】
また、測定データを示すグラフＮにおいて、マークＭ１、Ｍ２およびＭ３に近接する位置
で立ち上がっている立ち上がり部Ｎ１、Ｎ２およびＮ３は、騒音レベルにブザー音の影響
が反映されたことによって部分的に大きな値の測定データが得られたことを示している。
ここで、マークと立ち上がり部との位置関係からも、各マークが測定データに同期されて
記録されていることが分かる。
【００５２】
このように、本実施形態の位置検出システムによって得られる測定データには、リフレク
タが配置された位置、即ち所定の測定位置を検知した旨を認識させるための検知情報とし
てのマークやグラフＮの立ち上がり部が記録されるので、あらかじめ記録された各リフレ
クタの位置および配置理由を参照することにより、測定の開始や終了のタイミング、更に
は、測定除外区間への出入りのタイミングや凹凸部の存在などが顕著に示され、測定デー
タから検出できるようになっている。したがって、測定位置を明確に把握することが可能
となり、測定の再現性や精度を向上させることが可能となる。
【００５３】
また、測定位置が明確となることによって、複数の測定データを解析する場合に、各測定
データに含まれる測定位置の誤差に補正を施す必要が無くなるなど、後作業を効率的に行
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うことが可能となる。更には、各リフレクタは路肩Ｒ’に配置されているので、一般車両
のドライバーやその同乗者に不快感を与えるおそれもない。なお、この実施形態ではリフ
レクタを路肩Ｒ’に配置するようにしたが、本発明を実施するに際してこのような配置構
成に限定はされず、例えば中央分離帯など、測定車１や他の車両の走行を妨げない舗装路
面Ｒ上又はその近傍の位置にリフレクタを配置することができる。ただ、リフレクタを配
置するときの作業の効率性や安全性を勘案すると、路肩部分に配置することが一般的に好
ましいと思料される（以下同様）。
【００５４】
なお、この位置検出システムでは、ブザー音およびタイミング信号の双方を同時に使用す
るように構成されているが、そのいずれかのみを使用するようにしたり、双方を切り換え
て使用するようにしてもよい。
【００５５】
ところで、以上説明した位置検出システムを測定車１による測定プロセスと連動させるこ
とにより、測定作業の効率化を図ることが可能となる。例えば、測定開始位置Ｓに向かっ
て測定車１を加速しているときに、速度計１２が所定の速度を計測したことに対応して自
動的に光源７をオンに切り換えるよう連動制御することにより、光源７を確実に作動させ
ることができ、測定ミスの発生を低減することができる。
【００５６】
［第２の実施の形態］
続いて、本発明の第２の実施の形態の位置検出システムについて、図７、図８および図９
を参照しながら説明する。当該位置検出システムは、上述の第１の実施の形態の位置検出
システムと同様の使用方法により騒音レベルの測定に供されるもので、図１に示したよう
に、測定開始位置や測定終了位置、測定除外区間など、その位置の特定を欲する所望の位
置にリフレクタを配置し、各リフレクタからの反射光の検知を測定データに反映させるよ
う構成されている。したがって、本システムを用いた測定の態様や測定車の外観に関する
説明は省略するものとする。
【００５７】
（システムの構成）
図７は、当該位置検出システムの構成の一例を示すブロック図である。本システムは、マ
イクロフォン２３，位置検出装置２４および速度計４２を含んで構成されている。マイク
ロフォン２３は、前述のマイクロフォン３と同様のものである。また、速度計４２も前述
の速度計１２と同様である。演算制御手段３０は、その詳細は図示しないが、装置の動作
を制御するための制御プログラムを記憶する記憶回路、その制御プログラムに則って制御
を実行するための演算を行うＣＰＵなどにより構成されている。
【００５８】
位置検出装置２４は、騒音レベルの測定データを記録するための記録装置２５と、マイク
ロフォン２３により集音された騒音を計測するための騒音計２９と、測定データに関する
各種の演算や処理の制御を行う演算制御手段３０とを含んで構成されている。更に、演算
制御手段３０には、測定データを処理するための高速フーリエ変換（ＦＦＴ）による解析
処理や、ＦＦＴにより処理された測定データの記録装置２５への送信を行う測定データ制
御手段３１（本発明にいう制御手段）と、検知器２８からの検知信号に対応してトリガー
信号（制御信号）を生成し測定データ制御手段３１に送るトリガー端子３２（本発明にい
う信号生成手段）と、検知器２８からの検知信号および速度計４２からの速度データとに
基づいて測定車の走行距離を演算し、演算結果を測定データ制御手段３１に送る距離演算
手段３３とが設けられている。
【００５９】
（作用）
以上のように構成された第２の実施形態の位置測定システムを用いることにより、次のよ
うな作用が奏されることとなる。図８に示すフローチャートは、本システムを用いた騒音
レベルの測定の態様の一例を示している。この測定態様では、路肩に設置されるリフレク



(13) JP 4111275 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

タの位置に関する情報、特に測定終了位置を特定するための情報が予め記憶されているも
のとする。測定終了位置を特定するための情報としては、例えば、リフレクタが幾つ設置
されているかを記憶しておき、反射光を検知した回数をカウントするようにすればよい（
つまり、最後のリフレクタが測定終了位置を特定するものとなる）。
【００６０】
測定車を発進して測定が開始されると（Ｓ１１）、演算制御手段３０は光電センサ２６の
光源２７を制御して路肩方向に光信号を発信する。所定の位置に配置されたリフレクタに
光信号が反射されて検知器２８により検知されると（Ｓ１２）、検知信号がトリガー端子
３２および距離演算手段３３に送信される。検知信号を受信したトリガー端子３２は、測
定データの記録の開始のトリガーとなるトリガー信号を生成し、測定データ制御手段３１
に送信する（Ｓ１３）。トリガー信号を受信した測定データ制御手段３１が、ＦＦＴによ
る解析処理が施された測定データの記録装置２５への送信を開始すると、記録装置２５は
送信された測定データの記録を開始する（Ｓ１４）。一方、検知器からの検知信号を受信
した距離演算手段３３は、速度計４２からの速度データを積分することにより、検知信号
受信時からの測定車の走行距離を演算し、所定距離を走行したことに対応して、測定デー
タ制御手段３１に信号を送信する（Ｓ１５）。距離演算手段３３からの信号を受信した測
定データ制御手段３１は、測定データの記録を停止する（Ｓ１６）。以上の工程は、測定
終了位置に設置されたリフレクタによる反射光を検知するまで反復される（Ｓ１７；Ｎ）
。測定終了位置に設置されたリフレクタによる反射光を検知すると（Ｓ１７；Ｙ）、光源
２７や騒音計２９の動作を停止させ、測定を終了する（Ｓ１８）。
【００６１】
図９は、このような位置検出システムにより取得された騒音レベルの測定データの一例を
示している。同図に示すように、トリガー信号に対応して測定データの記録が開始され、
測定車が所定距離を走行する間のみ測定データが記録されるようになっている。即ち、リ
フレクタを設置した位置が記録開始の位置となり、リフレクタの設置された位置から所定
距離の間の測定データのみが記録されることとなる。したがって、測定区間の状態に応じ
て適宜リフレクタを設置することにより、測定区間内の所望の区間の測定データを限定的
に取得することが可能となるため、測定データ上から測定位置を容易に特定することがで
きる。また、不要な区間の測定データは自動的に排除されるので、後作業の効率が向上さ
れる。
【００６２】
このような第２の実施形態の位置検出システムによれば、測定を開始する位置にのみリフ
レクタを配置すればよいため、リフレクタの設置数を減らすことができ、ひいては作業効
率の向上を図ることが可能となる。
【００６３】
なお、以上説明した第２の実施形態の位置検出システムでは、トリガー信号を受けてから
所定距離を走行したことに対応して測定を停止するようになっているが、トリガー信号か
ら所定時間が経過したことに対応して測定を停止するようにしてもよい。例えば、計時機
能を有するタイマー等の計時手段を設け、検知信号またはトリガー信号の受信に対応して
計時を開始し、所定時間の経過に対応して測定データ制御手段３１に信号を送信して測定
データの記録を停止するよう構成することによりこれを実現することができる。
【００６４】
また、反射光の検知により開始される測定データの記録の記録距離や記録時間を、リフレ
クタ毎に変更するようにしてもよい。これは、例えば、リフレクタに順に番号を付すとと
もにその番号毎に記録距離や記録時間を設定しておき、距離演算手段３３や上記計時手段
が、各リフレクタからの反射光の検知に基づいて予め設定された距離や時間を演算、計時
して測定データ制御手段３１に信号を送信するよう構成することによって行うことができ
る。
【００６５】
また、当該実施形態では、反射光の検知後の所定の距離や時間における測定データを記録
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するように構成されているが、リフレクタの反射光に対応して記録を停止するように構成
することも可能である。
【００６６】
また、測定終了位置における反射光を検知して測定を終了するようになっているが、これ
は当該実施形態のシステムにおいて必ずしも必要な構成ではない。即ち、測定対象となる
最後の区間（最後のリフレクタ）の通過に対応して測定データの記録は停止されるので、
それをもって測定の終了とすれば測定終了位置にリフレクタを設置する必要はない。
【００６７】
更に、図７に示す当該システムの構成では、測定データの記録の開始や停止を指示する信
号は、記録装置２５に測定データを送信する側の測定データ制御手段３１に入力され、そ
の入力に対応して測定データの送信の開始、停止が制御されるようになっているが、これ
らの信号を測定データ受信側の記録装置２５に入力するよう構成し、その入力に対応して
記録装置２５による記録の開始、停止を制御するようにしてもよい。
【００６８】
ところで、以上に説明した両実施形態においては、光電センサを車両の左後輪部近傍に配
置するように構成されているが、光電センサを設置する位置は測定の態様に応じて適宜変
更することが可能である。例えば、光電センサを測定車のボンネット上に配置するように
してもよい。この場合、写真用の三脚などを用いて各リフレクタを支持することにより路
面からの高さを光電センサに合わせて調整することができる。
【００６９】
また、以上説明した構成は、路面騒音測定車以外にも、例えば、走行しながら舗装路面の
画像を撮影してひび割れなどを検出することにより舗装路面の品質を検証するための路面
性状測定車などに適用することも可能である。この場合、例えば、タイミング信号に対応
して舗装路面の画像中に所定のマークを映り込ませることで、測定位置の検出を行うこと
ができる。
【００７０】
本発明の実施形態として詳述された以上の構成は、あくまでも実施形態の一例であり、本
発明の主旨の範囲内における構成の変形や変更、追加を妨げるものではないことは言うま
でもない。
【００７１】
【発明の効果】
以上のように構成された本発明によれば、測定の開始位置や終了位置、測定除外区間など
、所望の測定位置を常に一定のタイミングで検出することができるので、明確に測定位置
を把握することが可能となり、測定の再現性や精度を向上させることができる。
【００７２】
また、本発明によれば、測定位置を明確に把握することができるので、測定データの解析
作業などの後作業を効率的に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムによる測定の態様の一例を示す概
略図である
【図２】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムの構成の一例を示す概略図である
。
【図３】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムの構成の一例を示す概略図である
。
【図４】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムの作用の一例を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の第１の実施の形態の位置検出システムにより得られる測定データの一例
を示すグラフ図である。
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【図７】本発明の第２の実施の形態の位置検出システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図８】本発明の第２の実施の形態の位置検出システムの作用の一例を示すフローチャー
トである。
【図９】本発明の第２の実施の形態の位置検出システムにより得られる測定データの一例
を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１　測定車
３、２３　マイクロフォン
４、２４　位置検出装置
５、２５　記録装置
６、２６　光電センサ
７、２７　光源
８、２８　検知器
９　ブザー
１０　制御回路
１１　距離計
１２、４２　速度計
２９　騒音計
３０　演算制御手段
３１　測定データ制御手段
３２　トリガー端子
３３　距離演算手段
１０１、１０２、２０３、１０４、１０５　リフレクタ
Ｒ　舗装路面
Ｒ’　路肩
Ｓ　測定開始位置
Ｅ　測定終了位置
Ｃ　交差点
Ｊ　施工ジョイント部
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